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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　触覚感知入力装置であって、
　タッチ入力による入力データを配列形態に出力するセンサーアレイと、
　前記センサーアレイに一定圧力以上の第１入力がある場合、前記センサーアレイから前
記第１入力に対する第１入力データを獲得し、
　前記センサーアレイに一定圧力以上の第２入力がある場合、前記センサーアレイから前
記第２入力に対する第２入力データを獲得し、
　前記第１入力データ及び前記第２入力データを比較して、入力の特性を表す第３入力デ
ータを生成し、前記第３入力データに基づいたプログラムに従って動作する制御部を備え
、
　前記第１入力データと前記第２入力データとはそれぞれ入力位置と入力圧力とを含み、
　前記入力圧力は、レベル別に区別された圧力強度を含み、
　前記入力位置は、圧力が検知された前記センサーアレイ上の座標と前記圧力の合計とに
基づいて決定され、
　前記第３入力データは、前記第１入力データ及び前記第２入力データを比較して、生成
した入力の進行方向、面積、入力加速度、入力速度のうち、少なくとも一つを含む
　ことを特徴とする装置。
【請求項２】
　前記入力位置は、各座標での圧力の合計で、各座標および対応する圧力の乗算の合計を
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割算することにより決定される
　ことを特徴とする請求項１に記載の装置。
【請求項３】
　前記制御部は、第３入力に応じて互いに異なる動作を行わせる
　ことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の装置。
【請求項４】
　前記センサーアレイの入力解像度をアプリケ-ションプログラムに基づいて決定する解
像度制御部をさらに含む
　ことを特徴とする請求項３に記載の装置。
【請求項５】
　触覚感知入力方法において、一定圧力以上の第１入力がある場合、前記第１入力に対す
る第１入力データを獲得する過程と、
　一定圧力以上の第２入力がある場合、前記第２入力に対する第２入力データを獲得する
過程と、
　前記第１入力データ及び前記第２入力データを比較して、入力の特性を表すための第３
入力データを生成する過程と、
　前記第３入力データに基づいたプログラムに従って動作する過程とを含み、
　前記第１入力データと前記第２入力データとはそれぞれ入力位置と入力圧力とを含み、
　前記入力圧力は、レベル別に区別された圧力強度を含み、
　前記入力位置は、圧力が検知されたセンサーアレイ上の座標と前記圧力の合計とに基づ
いて決定され、
　前記第３入力データは、前記第１入力データ及び前記第２入力データを比較して、生成
した入力の進行方向、面積、入力加速度、入力速度のうち、少なくとも一つを含む
　ことを特徴とする方法。
【請求項６】
　前記入力位置は、各座標での圧力の合計で、各座標および対応する圧力の乗算の合計を
割算することにより決定される
　ことを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記第３入力データによって互いに異なる動作を行う過程をさらに含む
　ことを特徴とする請求項５または請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記センサーアレイの入力解像度をアプリケ-ションプログラムに基づいて決定する過
程をさらに含む
　ことを特徴とする請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　触覚センシングを介して入力を提供する装置であって、
　圧力に反応するグリッド（ｇｒｉｄ）と、
　メモリと通信するプロセッサ（ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）とを備え、
　ここで前記メモリは、前記プロセッサがアクセスするとき、前記プロセッサが次のよう
な過程を行うようにするコードを含み、前記過程は、
　一定圧力以上の第１入力がある場合、前記圧力に反応するグリッドから、前記第１入力
に対する第１入力データを獲得する過程と、
　一定圧力以上の第２入力がある場合、前記圧力に反応するグリッドから、前記第２入力
に対する第２入力データを獲得する過程と、
　前記第１入力データ及び前記第２入力データを比較して、入力の特性を表すための第３
入力データを生成する過程と、
　前記第３入力データに基づいたプログラムに従って動作する過程とを含み、
　前記第１入力データと前記第２入力データとはそれぞれ入力位置と入力圧力とを含み、
　前記入力圧力は、レベル別に区別された圧力強度を含み、
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　前記入力位置は、圧力が検知されたセンサーアレイ上の座標と前記圧力の合計とに基づ
いて決定され、
　前記第３入力データは、前記第１入力データ及び前記第２入力データを比較して、生成
した入力の進行方向、面積、入力加速度、入力速度のうち、少なくとも一つを含む
　ことを特徴とする装置。
【請求項１０】
　前記入力位置は、各座標での圧力の合計で、各座標および対応する圧力の乗算の合計を
割算することにより決定される
　ことを特徴とする請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　前記第３入力データに応じて前記プログラムを利用して互いに異なる動作を行う過程を
さらに含む
　ことを特徴とする請求項９または請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　前記第１入力データと前記第２入力データとは、同じ値である
　ことを特徴とする請求項１１に記載の装置。
【請求項１３】
　前記第１入力または第２入力は、知られた時間の間に連関される
　ことを特徴とする請求項１２に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ユーザ入力装置における触覚感知を支援する技術に関し、特に小型機器など
に使用されうる多重入力レベルを有する圧力センサーアレイ（Ａｒｒａｒｙ）装置及びそ
の方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　現在、移動通信端末機の入力装置には、主入力装置としてキーパッドが使用されている
。
【０００３】
　前記キーパッドの場合、機械的スイッチの２次元配列形態で構成されている。このよう
なキーパッドの空間解像度は、極めて低く、入力変数も２次元位置のみが可能である。
【０００４】
　また、機械的スイッチを利用するから、決まった地域のオン－オフ入力のみが可能であ
り、スイッチを押す手の疲労度も極めて高い。そして、既存のキーパッドは、決まったキ
ー区間の入力のみを受けることから、使用が制約的であり、他の用途への転換も不可能で
あった。
【０００５】
　また、既存キーパッドの場合、入力が決まったキーによってのみ可能なので、これをユ
ーザや目的に合うように再構成（Ｒｅｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）することが不可能で
あり、キーのサイズも限定される。
【０００６】
　また、既存のキーパッドを利用してユーザが自由な動きを入力するためには、上下左右
４個のキーを利用することができるが、これは、自由な動きを入力するには不足であると
いう問題点がある。
【０００７】
　また、他の入力装置であるタッチパッドについて説明すると、以下のとおりである。タ
ッチパッドにおいて動きを感知するためには、ユーザの入力に対する位置移動が必要であ
る。すなわち、モーションベクトルを抽出するためには、ユーザが入力位置を一定部分移
動しなければならず、これは、空間的な移動の制約を引き起こす。
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【０００８】
　また、既存のタッチパッドは、前記キーパッドのようにオン／オフのみで入力を伝達し
ているから、ユーザの圧力（強度、レベル、触覚）などをレベルに区分して使用すること
ができない。
【０００９】
　仮に、タッチパッドを上記のように圧力が考慮されないまま使用する場合、タッチパッ
ドの感度は調整されることができないので、キーの入力が過度に敏感か鈍感に作用するこ
とがあり、隣接キーを押す場合に誤動作の恐れがあるという問題点がある。
【００１０】
　また、他の入力装置であるタッチスクリーンについて説明すれば、以下のとおりである
。タッチスクリーンの場合、様々な具現方式が存在するが、究極的な目標は、スクリーン
にてタッチされた位置を把握することにあり、他の用途と兼用し難いという側面がある。
【００１１】
　既存のタッチスクリーンは、スクリーン、すなわちパネルを前提とする。これは、画面
上のタッチを目標とし、場合によっては、マルチタッチ、ドラッグ機能などを行うことが
できる。
【００１２】
　しかしながら、前記タッチスクリーンは、圧力の互いに異なるレベルに敏感な前記タッ
チパッドの短所を同様に有する。そして、タッチスクリーンは、耐久性の限界があり、ま
たこれをマウス又は多重の圧力を区分する入力装置として使用し難いという問題点がある
。
【００１３】
　以上の入力装置のすべては、ユーザの圧力を区分することができず、互いに異なる圧力
レベルのアプリケーションプログラムに鈍感である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　本発明の目的は、触覚感知のための圧力センサーアレイ装置及び方法を提供することに
ある。
【００１５】
　本発明の他の目的は、触覚入力アレイの解析により、いつでも変形可能な入力装置及び
方法を提供することにある。
【００１６】
　本発明のさらに他の目的は、移動通信端末機及び小型化したゲーム端末機などで小さな
空間での動き感知、移動及びタッチの連続動作、圧力情報まで得ることができる入力装置
及び方法を提供することにある。
【００１７】
　本発明のさらに他の目的は、小さな空間で入力を受け入れて解析する高解像度の超小型
装置及び方法を提供することにある。
【００１８】
　本発明のさらに他の目的は、一つの入力装置でマウス、キーパッド、キー入力、ジョイ
スティックなどの様々な機能を一つの入力装置ですべて具現できる装置及び方法を提供す
ることにある。
【００１９】
　本発明のさらに他の目的は、入力される圧力の分布、圧力の面積、重心、重さ、角速度
、中心点移動、３次元計算などを利用して、連続動作の入力及び圧力に反応できる装置及
び方法を提供することにある。
【００２０】
　本発明のさらに他の目的は、入力される強度、繰り返し、強度と圧力の変化タッチ時間
等を分析して、人のタッチに対する感性表現の具現が可能な装置及び方法を提供すること
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にある。
【課題を解決するための手段】
【００２１】
　本発明の目的を達成すべく、第１見地によると、触覚感知入力装置であって、タッチ入
力による入力データを配列形態に出力するセンサーアレイと、前記センサーアレイに一定
圧力以上の第１入力がある場合、前記センサーアレイから前記第１入力に対する第１入力
データを獲得し、前記センサーアレイに一定圧力以上の第２入力がある場合、前記センサ
ーアレイから前記第２入力に対する第２入力データを獲得し、前記第１入力データ及び前
記第２入力データを比較して、入力の特性を表す第３入力データを生成し、前記第３入力
データに基づいたプログラムに従って動作する制御部を備えることを特徴とする。
【００２２】
　本発明の目的を達成すべく、第２見地によると、触覚感知入力方法において、配列形態
に入力データを出力するセンサーアレイに、一定圧力以上の第１入力がある場合、前記第
１入力に対する第１入力データを獲得する過程と、前記センサーアレイに一定圧力以上の
第２入力がある場合、前記第２入力に対する第２入力データを獲得する過程と、前記第１
入力データ及び前記第２入力データを比較して、入力の特性を表すための第３入力データ
を生成する過程と、前記第３入力データに基づいたプログラムに従って動作する過程とを
含むことを特徴とする。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】図１は、本発明の実施の形態による入力装置のブロック構成を示す図である。
【図２】図２は、本発明の実施の形態によるセンサーアレイを利用した入力過程を示す図
である。
【図３】図３は、本発明の実施の形態によるセンサーアレイの内部構造を示す図である。
【図４】図４は、本発明の実施の形態によるセンサーアレイを駆動するための駆動回路及
び周辺素子を示す図である。
【図５】図５は、本発明の第１の実施の形態による入力過程を示すフローチャートである
。
【図６】図６は、本発明の実施の形態による入力をキーパッドに適用した例を示す図であ
る。
【図７】図７は、本発明の第２の実施の形態による入力過程を示すフローチャートである
。
【図８】図８は、本発明の実施の形態による入力をタッチパッド、マウス、ジョイスティ
ックに適用した例を示す図である。
【図９】図９は、本発明の実施の形態による入力をサイドキーに適用した図である。
【図１０】図１０は、本発明の実施の形態による入力をナビゲーションキーに適用した図
である。
【図１１】図１１は、本発明の実施の形態による入力をゲームに適用したことを示す図で
ある。
【図１２】図１２は、本発明の実施の形態による入力を楽器演奏に適用した図である。
【図１３】図１３は、本発明の実施の形態による入力を地図検索のためのマウス機能とし
て使用した図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、本発明の好ましい実施の形態を、添付された図面を参照して詳細に説明する。そ
して、本発明を説明するに当たって、関連した公知機能あるいは構成についての具体的な
説明が本発明の要旨を不明にするおそれがあると判断された場合には、その詳細な説明を
省略する。以下、本発明は、触覚感知のための圧力センサーアレイ装置及び方法について
説明する。
【００２５】
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　本発明は、ユーザが押した位置情報とその押した強度を測定できる複数の触覚入力アレ
イを使用する。前記触覚入力アレイは、ユーザが押す時間の間に持続的にアレイを介した
複数の位置及び圧力情報を受け入れることができる。前記触覚入力アレイは、手指の微細
な動きを感知しなければならないために、手指の最小分解能以下に設計がなされるべきで
あり、これは、一般に１ｍｍ以下である。前記触覚入力アレイの場合、入力される位置、
圧力、動きに対する分析にしたがってユーザの意図を把握することであり、分析方式に応
じて多くの応用が可能である。すなわち、前記触覚入力アレイを使用したユーザインタフ
ェースの場合、ユーザが入力した複数の触覚入力情報（位置情報）と圧力情報との組み合
せを利用して、キーパッド、マルチキーパッド、マウス、ジョイスティックなどの機能を
具現することができる。前記触覚入力アレイを介して入力された信号に各々の用途に応じ
て重心点検索、中心点移動、圧力臨界値検出、圧力分布計算、入力プロファイル分析など
の分析技法を適用して、ユーザの意図を把握することができる。
【００２６】
　図１は、本発明の実施の形態による入力装置のブロック構成を示す図である。前記図１
に示すように、前記入力装置は、第１インタフェース１１０、ソフトウェア１２１、メモ
リ１２３を備える格納部１２０、制御部１２５、第２インタフェース１３０、駆動回路１
３５、センサーアレイ１４０から構成される。前記センサーアレイ１４０は、圧力センサ
ーアレイを示し、手指を利用して入力される位置及び圧力を入力される入力装置である。
前記駆動回路１３５は、前記センサーアレイ１４０の出力値を解析して、前記センサーア
レイ１４０上での位置及び圧力を検出する。前記第２インタフェース１３０は、前記駆動
回路１３５と前記制御部１２５とを接続する装置である。前記制御部１２５は、前記駆動
回路１３５が出力した位置及び圧力を解析して、ソフトウェア１２１及びメモリ１２３に
格納されたアルゴリズム及びデータによる動作を行って出力する。前記制御部１２５の詳
細な機能は、以下で説明する。前記第１インタフェース１１０は、前記制御部１２５の処
理結果を送信するインタフェースであって、有線、無線インタフェースをすべて備える。
【００２７】
　図２は、本発明の実施の形態によるセンサーアレイを利用した入力過程を示す図である
。前記図２に示すように、本発明のセンサーアレイ２１０は、手指２３０の最小分解能を
利用した解像度（１ｍｍ）を有する入力装置である。前記センサーアレイ２１０は、交差
点２２０にて、前記手指２３０で加えられた圧力を感知でき、人の一般的な力の強度を複
数の段階に区分できる充分な容量を具備している。一般に、１００ｇから１０ｋｇの間の
圧力を感知できなければならない。
【００２８】
　図３は、本発明の実施の形態によるセンサーアレイの内部構造を示す図である。前記図
３に示すように、前記細線アレイは、多様な素子を利用して具現されることができるが、
前記図３は、キャパシタを利用して構成された例を示している。前記キャパシタの他にも
、抵抗を利用して具現でき、又は表面弾性波を利用して具現できる。前記センサーアレイ
は、手指で加えられた圧力を感知でき、人の一般的な力の強度を複数の段階に区分できる
充分の容量を具備している。一般に、１００ｇから１０ｋｇの間の圧力を感知できなけれ
ばならない。
【００２９】
　図４は、本発明の実施の形態によるセンサーアレイを駆動するための駆動回路及び周辺
素子を示す図である。前記図４に示すように、前記駆動回路は、前記図１の駆動回路１３
５を示す。そして、前記デジタル信号処理部４８０は、前記図１の制御部１２５がその機
能を行うことができる。センサーアレイ４３０は、内部素子としてキャパシタを使用して
いると仮定する。前記駆動回路は、行解析部４１０、デマルチプレクサ（Ｄｅｍｕｘ）部
４２０、マルチプレクサー（Ｍｕｘ）部４２５、列解析部４１５、解像度制御部４４０、
フィルター部４５０、増幅部４６０、アナログデジタル変換部（ＡＤＣ：Ａｎａｌｏｇ　
Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｃｏｎｖｅｒｔｅｒ）４７０で構成される。前記行解析部４１０は、前
記センサーアレイ４３０上に存在するすべての行入力素子に対してシグナルが加えられる
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順序を決定する。前記デマルチプレクサ部４２０は、前記行解析部４１０が決まった順序
によって一定電圧を前記センサーアレイ４３０に提供する。前記列解析部４１５は、前記
センサーアレイ４３０上から出力される列データを抽出する順序を決定する。前記マルチ
プレクサー部４２５は、前記列解析部４１５が決定した順にデータを抽出して、前記フィ
ルター４５０に出力する。前記フィルター４５０は、入力された信号からノイズ成分を除
去して、前記増幅部４６０に出力する。前記増幅部４６０は、入力された信号を増幅しア
ナログデジタル変換部（ＡＤＣ：Ａｎａｌｏｇ　Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｃｏｎｖｅｒｔｅｒ）
４７０に出力する。前記アナログデジタル変換部４７０は、入力された信号をデジタル信
号に変換して、前記デジタル信号処理部４８０に出力する。前記デジタル信号処理部４８
０は、入力されたデジタル信号を処理して入力の方向、圧力、位置などを判断する。前記
デジタル信号処理部４８０の動作は、下記で説明する。前記解像度制御部４４０は、前記
センサーアレイ４３０の入力解像度を調節する。一般に、人の手指の分解能力は０．７～
１ｍｍ程度に知られており、これが１０ｍｍ以上の空間に適用される場合、数多くの接触
点が発生し、これを処理する演算が多くなるので、アプリケーションプログラムによって
解像度を横１／４横、縦１／２ずつ下げる機能を行う。一般に、横と縦を奇数、偶数配列
に分離してオン－オフを決定する。
【００３０】
　図５は、本発明の第１の実施の形態による入力過程を示すフローチャートである。前記
図５に示すように、センサーアレイの解像度を決定する（ステップ５５０）。以後、入力
による前記センサーアレイ上の感知支点が駆動された場合（ステップ５５５）、すなわち
、ユーザが前記センサーアレイを押して入力した場合、押した圧力が一定圧力、すなわち
臨界圧力以上であるか否かを検査する（ステップ５６０）。動作のための最小入力値は、
アプリケーションプログラム駆動シナリオなどのような基準によって変化できる。仮に、
前記一定圧力以上である場合、入力に対する座標及び圧力差に応じる入力を分析する（ス
テップ５６５）。これは、押された圧力の合計を考慮した３次元合算により求める。例え
ば、行座標（Ｘｓ座標）は、（Ｘｓ＝シグマｚ＊Ｘ／シグマｚ）のように求めることがで
き、列座標（Ｙｓ座標）は、（Ｙｓ＝シグマｚ＊Ｙ／シグマｚ）のように求めることがで
きる。また、圧力（シグマｚ）は、レベル（Ｎ）別に区別して圧力の強度を得ることがで
きる（レベルＮ≧シグマｚ≧レベルＮ－１）。このとき、入力エラーを最小化するために
位置を複数回求めって回数分だけ分ける「Ｍｏｖｉｎｇ　Ａｖｅｒａｇｅ」などの方法を
取ることができる。また、圧力差に応じる入力を区分できるようになり、このとき、圧力
の総合又は押された面積の変化によって（又は２種類の組み合せ）、ユーザの意図を区分
することができる。また、このような方式は、同じ位置で圧力強度を区分できるので、手
指の移動無しでもう一つの入力をすることができる。以後、前記入力分析結果に応じて、
該当機能を行い（ステップ５７０）、本発明によるアルゴリズムを終了する。
【００３１】
　図６は、本発明の実施の形態による入力をキーパッドに適用した例を示す図である。前
記図６に示すように、センサーアレイがキーパッドを構成しており、特定領域に入力があ
る場合、入力による圧力強度に応じて、他の文字が入力される例を示すものである。すな
わち、入力による圧力強度に応じて、
【００３２】
【数１】

　のうちのいずれか一つが選択的に入力されることができる。
【００３３】
　図７は、本発明の第２の実施の形態による入力過程を示すフローチャートである。前記
図７に示すように、センサーアレイの解像度を決定する（ステップ６５０）。以後、入力
による前記センサーアレイ上の感知支点が駆動された場合（ステップ６５５）、すなわち
、ユーザが前記センサーアレイを押して入力した場合、押した圧力が一定圧力、すなわち
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臨界圧力以上であるか否かを検査する（ステップ６６０）。動作のための最小入力値は、
アプリケーションプログラム駆動シナリオなどのような基準によって変化できる。仮に、
前記一定圧力以上である場合、入力に対する座標及び入力の圧力臨界値に対する圧力差に
応じる入力を分析する（ステップ６６５）。これは、押された圧力の合計を考慮した３次
元合算で求める。例えば、行座標（Ｘｓ座標）は、（Ｘｓ＝シグマｚ＊Ｘ／シグマｚ）の
ように求めることができ、列座標（Ｙｓ座標）は、（Ｙｓ＝シグマｚ＊Ｙ／シグマｚ）の
ように求めることができる。以後、現在データと過去データとを比較し、３次元上での圧
力分析、及び現在入力と以前入力との間の圧力差による入力を分析する（ステップ６７０
）。入力順序を考慮すれば、以前データは、第１入力データになることができ、現在デー
タは、第２入力データになることができる。
【００３４】
　ここで、前記データは、面積、速度、加速度、位置、方向などになることができる。指
先の動きだけでユーザ入力の移動方向を予測するために、多様なアルゴリズムを適用する
ことができる。一例として、動いた角度を求めるためには、ＸとＹとの変化量（ｄＸ＝Ｘ
ｓ（Ｎ）－Ｘｓ（Ｎ－１），ｄＹ＝Ｙｓ（Ｎ）－Ｙｓ（Ｎ－１））を予測して、両座標間
の「Ａｒｃ　Ｔａｎｇｅｎｔ」を計算する方式（Ｖｅｃｔｏｒ（θ）＝Ａｒｃｔａｎ（ｄ
Ｙ／ｄＸ）で適用することができ、これは、ユーザの動きを表す角度で表示される。また
、単純に重心の移動点を計算する方式でも動きを求めることができる。このとき、重要な
ことは、圧力が共に計算されることで、圧力の差（ｄＺ＝ＺＹｓ（Ｎ）－Ｚｓ（Ｎ－１）
）、圧力の総合（シグマｚ）、圧力のレベル（レベルＮ≧シグマｚ≧レベルＮ－１）の区
分なども共に考慮されなければならない。また、一般に力強く押すためには、手指の接触
面の面積が広くなるため、圧力値が変わった面積の合計（シグマＸ＊（Ｚ＞最小圧力）＋
シグマＹ＊（Ｚ＞最小圧力））なども共に考慮されなければならない。
【００３５】
　上記のように巡視的に手指による圧力分布が現れるようになり、これの分布を複数のア
ルゴリズムを並行して少ない動きだけでもユーザの意図を把握することができる。このよ
うな方式は、前記入力装置がマウス、ジョイスティック、タッチパッドとして使用される
と同時に、キー入力も可能である。以後、前記入力分析結果に応じて該当機能を行い（ス
テップ６７５）、本発明によるアルゴリズムを終了する。
【００３６】
　図８は、本発明の実施の形態による入力をタッチパッド、マウス、ジョイスティックに
適用した例を示す図である。前記図８に示すように、センサーアレイが入力部を構成して
おり、ユーザの入力位置、動き、圧力を感知して分析し、分析した結果に基づいて設定さ
れたアルゴリズムにより動作する。
【００３７】
　図９は、本発明の実施の形態による入力をサイドキーに適用した図である。前記図９に
示すように、センサーアレイがサイドキーを構成しており、押された圧力に応じて、ボリ
ュームが変わる形状を示している。すなわち、力強く押す場合、ボリュームが大きくなり
、弱く押す場合、ボリュームが小さくなるようにすることができる。
【００３８】
　図１０は、本発明の実施の形態による入力をナビゲーションキーに適用した図である。
前記１０に示すように、端末機は、ナビゲーションキーを備えており、センサーアレイが
前記ナビゲーションキーを構成する場合、入力時、演算を介してカーソルポイントを求め
て現在位置を把握することができ、ここで、ベクトルの方向を求めて動きの方向が分かる
。
【００３９】
　図１１は、本発明の実施の形態による入力をゲームに適用したことを示す図である。前
記図１１に示すように、シューティング・ゲームの場合、ミサイルと爆弾を圧力の強度を
利用して区分でき、ユーザキャラクターの動きを調節できる。すなわち、圧力の強度によ
って互いに異なる動作の遂行を可能にする。
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　図１２は、本発明の実施の形態による入力を楽器の演奏に適用した図である。前記図１
２に示すように、センサーアレイに入力領域を決め、領域に応じて異なる楽器が演奏され
るようにし、圧力によって強度が区分されるようにすることができる。タッチの強弱、時
間、位置、繰り返しなどを区分して、人の感性を伝達できるようにする。すなわち、領域
に応じてベース音、ハイハット音、タムタム音が選択的に演奏されうる。
【００４１】
　図１３は、本発明の実施の形態による入力を地図検索のためのマウス機能として使用し
た図である。前記図１３に示すように、前述したマウス機能を利用して地図を検索してい
る途中で自身の望む位置で圧力を加えてズームイン機能を行うことができ、圧力を減らし
てズームアウト機能を行うことができる。手指を離してから一定程度の圧力値を与える方
式で、マウスモードに復帰できる。そして、これは、小型装置において便宜性を強化させ
る。前述した本発明による方法は、ハードウェア、ソフトウェア又はＣＤ－ＲＯＭ、ＲＡ
Ｍ、フロッピー（登録商標）ディスク、ハードディスク、光磁気ディスクのような記録媒
体に格納される、又はネットワークを介してダウンロードされるコンピュータコードなど
で現実化できる。したがって、ここで言及される方法は、通常の目的のコンピュータ若し
くは特殊なプロセッサ、又はＡＳＩＣ若しくはＦＰＧＡのようなプログラム可能な／専用
ハードウェアで用いられるソフトウェアとして作られることができる。前記コンピュータ
、前記プロセッサ又はプログラム可能なハードウェアは、メモリコンポーネントを含む。
前記メモリコンポーネントは、ＲＡＭ、ＲＯＭ、フラッシュメモリなどであり、ソフトウ
ェアやコンピュータコードを格納することができる。そして、前記コンピュータ、プロセ
ッサ又はここで言及されたプロセシング方法を具現するハードウェアによりアクセスされ
るとき、前記ソフトウェアやコンピュータコードは、実行されることができる。
【００４２】
　本発明は、ユーザのタッチによる圧力を感知できるから、圧力の強度によって互いに異
なる出力をすることができるという利点がある。
【００４３】
　本発明は、移動通信端末機及び小型化したゲーム端末機などで既存のキーパッド、タッ
チパッド、マウスなどを介して得ることができる限定された入力以外に、小さな空間での
動き感知、移動及びタッチの連続動作、圧力情報まで得ることができるので、タッチパッ
ド、キーパッド、マウス、ジョイスティックなどの既存の制限されたユーザインタフェー
スよりさらに進化した入力装置の具現が可能であるという利点がある。
【００４４】
　一方、本発明の詳細な説明では具体的な実施の形態について説明したが、本発明の範囲
から逸脱しない範囲内で多様な変形が可能であることは勿論である。したがって、本発明
の範囲は、上述の実施の形態に限って決まらず、特許請求の範囲だけでなく、特許請求の
範囲と均等なものによって決まらねばならない。
【符号の説明】
【００４５】
４３０　センサーアレイ
４４０　解像度制御部
４５０　フィルター部
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